
か
み
な
が

の

福
岡
・上
長
野
Ａ
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
南
区
大
字
長
野

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
六
年

（平
８
）

一
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
側
北
九
州
市
教
育
文
化
事
業
団

４
　
調
査
担
当
者
　
一酬
田
義
人

５
　
遺
跡
の
種
類
　
河
道
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
縄
文
時
代
早
期
、
弥
生
時
代
―
九
世
紀
、　
一
四
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

上
長
野
Ａ
遺
跡
は
北
九
州
市
域
東
南
部
に
位
置
し
、
周
防
灘
に
注
ぐ
竹
馬
川

の
支
流
長
野
川
の
右
岸
丘
陵
裾
部
か
ら
谷
部
に
立
地
す
る
。
長
野
の
谷
平
野
の

最
奥
部
に
あ
た
り
、
三
方
を
山

塊
が
占
め
、
東
に
の
み
開
日
す

る
閉
塞
し
た
地
形
を
呈
す
る
。

こ
の
地
は
、
豊
前
国
企
救
郡
長

野
郷
の
故
地
で
、
到
津
駅
か
ら

豊
前
国
府
に
通
じ
る
古
代
幹
線

道
沿
い
に
あ
た
る
。
下
流
の
長

野
Ａ
遺
跡
で
は
、
丘
陵
を
切
り

通
し
、
谷
間
地
を
築
堤
し
た
古

道
が
検
出
さ
れ
て
い
る
他
、
「企
救

一
」
ヨ
ロ備
」
な
ど
の
墨
書
土
器
二
〇
点
が

出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
遺
跡
南
側
に
位
置
す
る
山
頂
に
は
、
畝
状
竪
堀
を
め

ぐ
ら
し
た
室
町

・
戦
国
期
の
長
野
城
跡
が
立
地
す
る
。

今
回
の
上
長
野
Ａ
遺
跡
の
調
査
は
、
北
九
州
総
合
運
動
公
園
建
設
に
伴
う
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
は
本
遺
跡
の
調
査
事
例
は
な
い
。

調
査
の
結
果
、
丘
陵
裾
部
に
縄
文
時
代
早
期
の
包
含
層
と
土
器
溜
ま
り
の
他
、

弥
生
時
代
―
奈
良
時
代
の
遺
物
を
包
蔵
す
る
旧
河
道
四
条
を
検
出
し
た
。
木
簡

は
、
旧
河
道
の
弥
生
時
代
と
奈
良
時
代
の
遺
物
を
含
む
砂
利
層
上
面
よ
り
出
土

し
た
。
こ
の
層
の
上
層
に
は
九
世
紀
前
半
の
遺
物
を
含
む
黒
色
微
砂
層
が
堆
積

し
て
い
た
。
出
土
地
点
は
丘
陵
際
の
流
れ
が
緩
や
か
な
溜
ま
り
状
を
呈
し
て
お

り
、
木
簡
は
裏
面
を
上
に
し
て
流
路
と
平
行
な
状
態
で
出
土
し
て
い
る
。

８
　
木
筒
の
釈
文

・
内
容

ω
　
。
「
郡
召
税
長
膳
臣
澄
信
　
脳
鶉
勘
眸
□
等
依
□

名灘
饉
推
需
鞄
紀

大
領
物
部
臣
今
継
　
　
□
□
□
　
　
　
　
（∞９
溢
巽
∽
ｏＰ▼

企
救
郡
家
が
税
長
膳
臣
澄
信
を
召
喚
す
る
召
文
で
あ
る
。
材
質
は
栂
。
上
端

は
山
形
に
整
形
、
下
端
は
折
損
。
現
存
長
さ
は
四
〇
伽
に
満
た
な
い
が
、
八
伽

(行 橋)
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を
越
え
る
幅
か
ら
み
て
、
か
な
り
長
大
な
木
簡
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

表
面
は
墨
痕
の
残
り
が
よ
い
が
、
欠
損
部
分
が
大
き
く
召
喚
の
具
体
的
内
容

の
部
分
の
文
意
は
取
り
に
く
い
。　
一
方
裏
面
は
墨
痕
が
薄
く
、
字
体
も
表
面
に

比
べ
て
か
な
り
崩
れ
て
い
る
が
、
文
意
は
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

昼
夜
の
別
な
く
見
守

（視
護
）
っ
て
官
舎

（税
長
と
で
つ
職
務
を
重
視
す
る
と
、
正

倉
で
あ
ろ
う
か
）
に
仕
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
十
日
に

（あ
る
い
は
十
日
間
）

勤
務
し
な
か
っ
た
の
で
何
ら
か
の
不
都
合
が
生
じ
、
そ
の
事
情
聴
取

（表
面
の

「為
勘
」
が

」ゝ
れ
に
相
当
す
る
か
）
の
た
め
明
け
方
ま
で
に
郡
家
へ
出
頭
を
す
る

よ
う
に
命
じ
る
こ
の
召
文
が
作
成
さ
れ
た
事
情
が
読
み
取
れ
る
。
裏
面
の
大
領

物
部
臣
今
継
の

「今
継
」
は
、
字
体

・
字
配
り
と
も
他
と
や
や
異
質
で
、
自
署

の
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
下
に
も
間
を
お
い
て
三
文
字
分
の
墨
痕
を
確
認
で
き

る
が
、
月
日
や
年
号
と
し
て
は
読
み
取
れ
な
い
の
で
、
郡
司
な
い
し
郡
雑
任
の

名
の
可
能
性
が
高
い
。

調
査
地
は
豊
前
国
企
救
郡
家
推
定
地

（長
野
地
区
）
の

一
航
ほ
ど
上
流
に
あ

た
り
、
こ
の
木
簡
を
持
参
し
て
郡
家

に
参
向
し
た
後
に
廃
棄
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
郡
家
に
関
わ
る
よ
う
な
共
伴

遺
物
は
な
い
が
、
今
回
出
上
し
た
召

文
木
簡
は
、
郡
家
が
近
辺
に
所
在
す

る
有
力
な
物
証
と
い
え
る
。

９
　
関
係
文
献

側
北
九
州
市
教
育
文
化
事
業
団

「
上
長
野
Ａ
遺
跡
」
希
埋
蔵
文
化
財

調
査
室
年
報
』

一
四
　
一
九
九
八
年
）

（前
田
義
人
）

η

わ
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席
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冤
γ

オ
空
市
た
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議
↑予
密

ア
ナ
颯
希
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力
ゑ
ん
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曳

太
家
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玖
続
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上


